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令和元年第2回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録 

令和元年6月6日(木曜日) 

午後6時00分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 一般質問 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（8名） 

    君 島 孝 夫 君 

    小 林 尚 文 君 

    大 山 修 二 君 

    本 田 靖 人 君 

    千 葉   勝 君 

    熊 谷 桂 子 君 

    高 間 澄 子 君 

    今 川 和 哉 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（0名） 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  会議に入ります前に、一言

ご挨拶を申し上げます。 

 傍聴の皆様には、遅い時間の開会となりますが、

多数のご参加をいただきましてまことにありがとう

ございます。 

 また、市長初め、理事者並びに関係者の皆様には、

夜間議会の開催に当たり、ご理解とご協力をいただ

きましたことにお礼を申し上げたいと思います。 

 本日の夜間議会の開議時刻につきましては、一人

でも多くの市民の皆様に足を運んでいただくため、

昨年と同様に午後6時といたしました。夕張市議会

は、議会改革の一環としまして、日中に開会する議

会を傍聴できない方のために、その機会をつくり、

行政、議会の活動内容をより一層理解いただくこと

を目的とし、平成23年から議会の基本条例に基づき、

年に一度、夜間議会を開催することとしており、本

日の開催で9回目を数えることとなりました。 

 年々傍聴される方が減少しておりましたが、一昨

年から10名ほど増加をしまして、昨年も一昨年とほ

ぼ同数の32名の市民の皆様にお越しをいただきまし

た。 

 今年度は4月の統一地方選を経て、議会構成も変

わり、議員数も1名減の8名となったところであり

ますが、円滑な議会運営と市民の皆様に信頼される

議会活動に努めるとともに、今後も多くの市民の皆

様に傍聴していただけますよう夜間議会の周知によ

り一層努めてまいりたいと考えております。 

 なお、本年も夜間議会につきましては、昨年同様

6 月議会の開催とさせていただきましたので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

――――――――――――――――――――――― 

   午後６時００分 開会 

●議長 小林尚文君  これより、令和元年第2回

定例夕張市議会第2日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の出席議員は8名全員

であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第125条の規定により 

   君島議員 

   大山議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  この際、事務局長から諸般

の報告をいたします。 

●事務局長 木村卓也君  報告いたします。 

 本定例市議会の出席者につきましては、さきに報

告のとおりであります。 

 以上で、報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

「別紙」 

 市長      厚 谷   司 君 

 教育長     今     勉 君 

 選挙管理委員会委員長 

         佐 藤 憲 道 君 
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 農業委員会会長 後 藤 敏 一 君 

 監査委員    板 谷 信 男 君 

◎市長の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 理事      大 友 秀 樹 君 

 総務課長    寺 江 和 俊 君 

 地域振興課長  福 富 貴 大 君 

 財政課長    芝 木 誠 二 君 

 税務課長    池 下   充 君 

 建設課長    鈴 木 茂 徳 君 

 土木水道課長  熊 谷   修 君 

 市民課長    及 川 憲 仁 君 

 保健福祉課長  平 塚 浩 一 君 

 生活福祉課長  堀   靖 樹 君 

 消防長     増 井 佳 紀 君 

 消防次長    石 黒 友 幹 君 

◎教育委員会教育長の委嘱を受けて出席した者の

職・氏名 

 教育課長    押野見 正 浩 君 

◎選挙管理委員会委員長の委嘱を受けて出席した者

の職・氏名 

 事務局長    寺 江 和 俊 君 

◎農業委員会会長の委嘱を受けて出席した者の職・

氏名 

 事務局長    福 富 貴 大 君 

◎監査委員の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 事務局長    木 村 卓 也 君 

◎本議会の書記の職・氏名 

 事務局長    木 村 卓 也 君 

 主査      永 澤 直 喜 君 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 

 それでは、直ちに日程に従って会議を進行いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 1、これより昨日に

引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問者は、熊谷議員、高間議員、今川議員

であります。 

 それでは、熊谷議員の質問を許します。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君（登壇）  日本共産党の熊谷桂子で

す。 

 市長の所信表明につきまして、1、再生のキーワー

ドについて、2、地域再生について、3、石炭博物館

模擬坑道火災についての3点について、順次伺って

いきたいと思いますので、端的にお答えいただけれ

ばと思います。 

 まず1点目に、再生のキーワードとして、市長は

財政の自立、行政の自立、市民との協働を上げてお

られます。その最初の財政の自立に関しての歳出の

面で、所信表明の中で事務の効率化と予算の節減に

より余剰財源を生み出していく努力とありますが、

これまでもこの件に関しては相当な努力をされてき

たと思いますが、ここで述べられていることは、何

か新しい努力をされるのか、具体的にどういった内

容なのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君（登壇）  熊谷議員のご質問

にお答えをいたします。 

 余剰財源を生み出す努力ということでございます

が、結論から申し上げますと、これまでの取り組み

を基本的に続けていくということでございます。余

剰財源を生み出す努力ということでございますが、

ご承知いただいておりますとおり、本市が法のもと

で財政再建を行うに当たりまして、再生振替特例債

の償還財源、これを捻出するために人件費の見直し、

それから施設の統廃合を含め、これまでさまざまな

事務事業の見直しを行ってまいりました。 

 昨年の第3回定例市議会において、報告をいたし

ました財政再生計画の実施状況によりますと、平成

29年度まで歳出削減額の累計は、一般財源ベースで

ございますけれども、239 億円というふうになった

ところでございます。 

 一方で再生振替特例債の償還以外に本市の公共施

設が老朽化していること、災害対応など、当初予期
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し得なかった行政ニーズが増えていることなどから、

今後において、財政再生計画に計上したもの以外の

財政支出が増加していくことが十分想定されます。 

 このため、日常業務において本市財政再生計画に

記載をされた歳出削減の内容を念頭に、これを着実

に推進していくことはもちろんでございますけれど

も、個別の事務事業におきましても時代の変化によ

り、市民ニーズと乖離が生じていないかであります

とか、費用対効果はどうかなど、チェックを行い、

仮に見直しを必要とするものであれば、適時行った

上で、以降の財政支出に充てていくことが必要であ

るというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

●議長 小林尚文君  再質問ありますか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  多くは、これまでのものを継続さ

れるということでしたけれども、市民ニーズや費用

対効果ということも、これから順次考えていくとい

う答弁でした。 

 事務事業の見直しのさらなる新しい一歩として、

今後、文書事務のデジタル化などについて、もし計

画やお考えがありましたら、お聞きしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 現在のところ、そのような計画はございません。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●議員熊谷桂子君  デジタル化については、今の

ところ、予定はないということでありましたけれど

も、少ない人材でいかに効率的に仕事をするかとい

うことにおいては、今後そう遠くない将来において、

文書のデジタル化は避けては通れない問題だと思い

ます。私たち、市議会としましても事務事業の省力

化に何とか協力したい。また議員活動にも取り入れ

ていきたいという思いで、厚谷市長が市議会議長で

あった前期、議員の賛意のもとで、議会の文書や資

料のデジタル化に試験的に取り組んできたところで

す。 

 そこで、順序として、今期はステップアップをし

て、本格的な導入に向けた準備段階に移行したいと

多くの議員が考えるところです。本格導入をすれば、

議会関連のおびただしい文書の紙資源の省資源化や、

訂正や修正なども含めて印刷、連絡等の職員の事務

作業の省力化にも大きく貢献できるものと考えます。 

 そこでネックになるのは、予算についてです。他

の市議会では、議員全員のタブレット端末を公費で

購入し、議員に貸与という形でデジタル化を進めて

おりますが、夕張市議会では、政務活動費の凍結と

歳費の4割カットを当分の間継続し、財政の再建に

協力している状況の中で、先ほども申し上げたよう

に試験的な導入でもあったことから、タブレット端

末におきましても多くの議員が私費で購入し、また

無線ＬＡＮのルーターも議員個人の私物をお借りし、

また、その議員が講師役にもなって、勉強会をしな

がら使い勝手などを試してきたところです。 

 そして、今期におきましては、次の段階に移行す

るためには、一定期間は仮の資料を持ちながら、全

員がタブレットを所持し、紙の資料がなくてもデジ

タル資料だけで議員活動ができることを目標に、さ

らに研修も続け、実践で活用しながらデジタル化に

備えていく時期になろうかと思います。 

 そこで、今回お聞きしたいのは、議会用の無線Ｌ

ＡＮのルーターやタブレット端末の公費での購入に

ついてです。もちろん決定権は議会にありますが、

予算についての権限は市長にありますので、見解を

お聞きしたいと思います。 

 現在、多くの議員が私物として所持しております

ので、今期は不足する台数のみ、または年間2台ず

つでも購入していけば、4年間で 8台となり、次期

の改選時には、全議員分がそろうことにもなります。

そのことが、また行政におきましてもデジタル化を

促進し、事務事業の効率化に大きく貢献する要素に

もなるのではないかと考えますが、市長のご所見を

伺います。 
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●市長 厚谷 司君  答弁調整をお願いします。 

●議長 小林尚文君  答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

   午後  ６時１１分 休憩 

   午後  ６時１３分 再開 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  会議を再開いたします。 

 市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ただいま、いただいたご質問のタブレットの公費

による購入ということでございますけれども、質問

のご趣旨といたしましては、そういったものを活用

することによって、余剰財源が生まれるのではない

かということなのかというふうに思いますが、一方

で、それを購入するということになりますと、今後

の予算、それから場合によっては、財政再生計画の

変更ということがございますので、現時点でのお答

えというのは、できかねるということでご了承をい

ただきたいと思います。 

●議長 小林尚文君  再質問ありますか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。 

 それでは、次に財政の自立というキーワードの中

の人口流出を食いとめるとともに、新たな生産人口

を増やすための施策を早急に確立し、実行に移し、

相乗効果として、自主財源の増額が図れるようにと

ありますが、これは具体的にどういったことを指し

ているのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員のご質問にお答え

をいたします。 

 生産人口をふやすための施策ということでござい

ますが、平成28年度に行いました財政再生計画の抜

本的な見直しにおきましては、本市の地方版総合戦

略を踏まえながら、財政再生計画終了後を見据えた

真に必要な地域再生の取り組みについて、財政再生

計画に加えたところでございます。 

 この計画においては、若者の定住と子育て支援な

どを柱とする事業について、新規に搭載していると

ころですが、これはまさに議員がおっしゃる生産人

口を増やすための施策にほかなりません。 

 今年度は、本市の地方版総合戦略の最終年度であ

りますことから、本戦略に基づく事業の効果、それ

から課題等について、検証に努めるとともに、今後

も施策の制度設計につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありますか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  キーワードの新たな生産人口を増

やすということは、現役世代の方たちに、夕張に住

んでもらいたいということだというふうに思います。

そのためには、答弁にありましたように、若い人向

けのさまざまな施策、種々打ち出してきているとこ

ろですけれども、そのことを、まず知らせることが

本当に重要だというふうに思います。 

 しかし、人が住環境を選ぶときというのは、補助

金、それから、さまざまな市の施策ということだけ

ではなくて、子育て環境として、魅力的な保育園が

あるのか、子育ての相談システムはどうか、学校に

入学した後の放課後の学習や学童保育の環境、そし

て、塾の問題、さらには部活や青少年や働く世代も

含めたサークル活動、趣味やスポーツ環境、そして

医療の問題、そういったことをトータルで考えて、

住環境を選ぶと思います。 

 さまざま、市の場合は、そういったことにプラス

になる政策を打ち出しているのですけれども、それ

が、なかなか届いていないというふうに思います。

今、若い方たちがそういう住環境を選ぶときには、

多くの方がインターネットで情報を探す時代になり

ました。だからこそ、現在市内に住んでいる方たち

にも、これから夕張に住もうかどうか考えている方

たちに向けても、そういった総合的な情報の発信と

いうのが急務だというふうに思います。 
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 そういった情報発信や情報の更新について、今現

在不足している市の職員が担当するだけではなくて、

外部委託や、きのうの千葉議員の質問にもありまし

た高校生のインスタ部、これはインスタグラムとい

うインターネット上のシステムを使うことで、スマ

ートフォンで写真を撮り、それを発信して、世界中

のどこからでも見られるというもので、現在日本中

の若い人たちがスマホを使う中で、一般的に知られ

ているものだと思います。インスタグラムを部活に

しようという高校生に協力をお願いしたり、そうい

うことに関心を持っている市民団体等に協力をお願

いするのも、一つの手だと思います。 

 さらに、さまざま施策のほかに、夕張には、ほか

のまちにはない魅力的な自然や景色もたくさんあり

ます。そういった夕張ならではの魅力も多方面から

市の内外に向けて発信できる、そんな柔軟な取り組

みが必要ではないかと思いますが、市長のお考えは

いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ただいまご質問のございました、例えば、子育て

世代の方が住居を選ぶ、あるいは夕張に住む選択し

ていただくために、いわゆるインターネット等を使

った情報の充実化を図るべきではないかということ

でございますけれども、現在、具体的な作業につい

ては指示してございませんが、まずは各所管を超え

て、職員の皆さんに、これからのＳＮＳの利用につ

いて、あるいは広告媒体について、またはホームペ

ージの研修も今後行われるようでございますので、

そういった機会を通じて、これからの市の情報発信

について考えていただけるように、取り急ぎという

ことでございますけれども、きのう、おとといだっ

たでしょうか、私から職員全員宛てのメールの中で、

例えば市長室にそういった文章の書き方、あるいは

広告の載せ方というものの図書がありますというこ

とで周知をさせていただいて、これを貸出をするよ

うに手配をさせていただいたところでございます。 

 ですから、そういった一つ一つをちょっと積み上

げていく作業が大切になってくるかと思いますが、

そのようなことを通じて、議員のほうからご質問の

ありました今後の情報発信について、現在、このよ

うな形でということでお答えはできませんけれども、

今後の方針について少し述べさせていただいたとこ

ろでございますので、ご了解をいただきたいと思い

ます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。ぜひ、今後に期待

したいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次に生活弱者に対する支援の取り組みについて伺

います。 

 所信表明の本文の中で、夕張市障がい福祉計画等

に基づく、障がい者・障がい児福祉施策を着実に進

め、障がいがある人も安心して暮らせる地域づくり

を進めるとありますが、具体的には、どのようなこ

とが計画されているのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  ただいま熊谷議員からの質

問にお答えをいたします。 

 生活弱者である障がい者・障がい児に対する支援

策についてのご質問ということでございますが、障

がい者・障がい児に対する支援策についてでござい

ますが、本市においては、障がい者の自立支援、そ

れから社会参加に関する施策を定めた、夕張市障が

い者計画の基本理念であります障がいのある人たち

が障がいのない人たちとともに家庭や地域で安心し

て生活が送れるまちづくりを目指して、各施策の推

進に取り組んでおります。 

 具体的な施策といたしましては、障がい者の介護

やグループホームなどの居住確保、就労訓練などの

各種支援を行う障害福祉サービスのニーズを把握し、

そのニーズに対応したサービスの提供が可能となる

よう、関係事業所と連携し体制の確保を図っている

ほか、計画の取り組み状況を夕張市自立支援協議会
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に報告をいたしまして、意見を聴取するとともに評

価を受けるなどの取り組みを通じて、安心して生活

が送れるまちづくりが実現されるよう努めていると

ころでございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  障がいを持たれた方の、障がいを

持たれた親御さんたちは、自分の亡き後、誰かこの

子の毎日の暮らしを支えてくれる人はいるのだろう

か、そういう大きな不安を抱えておられます。障が

いを持たれた方たちの安心できる住まいについて、

知的障がいや身体障がいについては、それなりの施

設や制度化がされていると思いますけれども、精神

障がいを持たれている方たちへの対応について、国

内でもおくれておりまして、かねてより議会の中で

も、何度か伺ってきておりますが、夕張市内の、今

グループホームというお話がありましたけれども、

情緒障がい、精神障がいの方たちに向けての住まい

について、その後の進展について現状どのような段

階にあるのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 障がい者の方の、いわゆるグループホームも含め

た住まいについての現状ということでございますけ

れども、現状についても、これまでの変化というの

はございませんで、本市においては、2 つの事業所

が4カ所のグループホームを運営しているというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  障がい者の自立をサポートする事

業所の方では、なかなか手が回らず、実現が難しい

ということもあろうかというふうに思います。 

 これは事例ですけれども、例えば岡山県では、宅

地建物取引業者の方が住まい探しを頼まれたことが

きっかけで支援者となり、ご自身が中古物件などを

購入し、入居者に合ったネットワークづくりまで手

がけて、障がい者のための事業を始められているよ

うな、そういう事例もあります。夕張市内におきま

しても、空き家になって借り手のいない住宅や、入

ってくる人がいたら、ただであげてもいいんだけど

というようなお話もお聞きするところです。 

 ぜひ、そういった空き家なども含めて、障がいを

持たれた方の住環境づくりに、今後着実に対処して

いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ただいまご質問をいただきました今後の住宅施策

で空き家の活用なども含めて検討されてはいかがか

というご質問かと思いますが、これまで事業所様と

も何度か意見交換などをさせていただいておる中で、

既にこれまでの実績として、市営住宅をグループホ

ームに転用した事例もございます。 

 ですから、個別の空き家ということには、なかな

か今のところ、こちらのほうも、そこまでは考えて

ございませんけれども、例えば市営住宅のそのニー

ズに合ったものがあって、それを活用できるという

ことであれば、そういったものは、今後手続などを

含めて、環境整備が必要でございますけれども、そ

ういった視点を持ちながら、事業所様と今後協議を

させていただくことになろうかと思います。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。それについても、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは次に、世代間の交流促進につながる「居

心地」がよい環境づくりという中で、子育て世代が

このまちに引き続き「住んでいたい」「住み続けた

い」と思っていただくことが、このまちの将来を占

う上で、重要なポイントと述べられていますが、子

育て世代にとっての地域の魅力について、具体的に

どのようにお考えなのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 



令和元年 2定 2日目 

－44－ 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員のご質問にお答え

をいたします。子育て世代にとっての地域の魅力に

ついて、具体的にどのように考えているかというこ

とでございますので、お答えをいたします。 

 現在、夕張市で実施をしております子育て世代向

けの事業といたしまして、教育委員会で行っている

ものにつきましては、保育園における一時預かり、

それから幼稚園における延長保育、それから放課後

児童支援として学童クラブ、クレヨン会、げんきな

どを実施しているところでございます。 

 そのほかにも市の政策として、他部署ではござい

ますけれども、すくすく育児教室、中学生までの医

療費無料など、さまざまな事業をしております。 

 財政再生団体ではございますけれども、限られた

財源の中で子育て世代の経済的、精神的負担の軽減

を目指しながら、地域の再生と魅力の発信を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  「育てに必要な施策や支援と幅広

く検討を行い、重点的に取り組む」という文言があ

るのですけれども、検討の方法なのですが、どうい

った方法をお考えなのか、アンケートなどを想定し

ているのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 まず1点は、先ほどのご質問の答弁の中にも含め

られていたのですが、現在夕張市地方版総合戦略が

令和元年度で、計画期間の最終年ということでござ

いまして、現在国のほうでも次期、第二期の地方版

総合戦略の策定に向けて、先日5月20日の日にも、

「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」というも

のの骨子が発表されたということで情報を確認して

ございます。 

 それで、申し上げたいのは、夕張市の場合も限ら

れた財源の中で、限りなく市民の皆様のご要望にお

応えできるように事業を選択していかなければなら

ないという状況がございますので、一つは、総合戦

略の中でも若い方々が結婚や子育てができる環境づ

くりということも、これからのフレームの中で含ま

れてくるような案になっているのでございますから、

まず、それが1点。 

 それと、あわせまして、先般子ども・子育て支援

事業計画策定のためのアンケート調査を行っており

ます。これについては議員の皆様方といいましょう

か、議会には、今後、常任委員会を通じてのご報告

ということで、現在、取りまとめ中ということでご

ざいますが、今後そういったアンケートのご意見を

参考にさせていただきながら、進めるべき事業につ

いて、選択をしてまいりたいと考えております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。 

 アンケートの内容も、非常に興味があるところで

す。居心地のよい環境づくりについては、市として、

随分ご努力をされているというふうに、私は考えて

いるところなのです。ただ、必要な情報が十分に届

いているのかということが、大きな重要な課題では

ないかなというふうに考えるところです。 

 この間、子育て世代に向けてのさまざま施策を打

ち出してきたと思いますが、それが、その情報が適

切に届いているかということも、一つチェックすべ

き課題があるかと思います。今、多くの現役世代の

家庭が共働きをされている状況で、何か情報を探す

ときには、先ほども触れましたけれども、インター

ネットに頼る方が大多数ではないかと思います。先

ほども述べましたように、インターネットで情報を

わかりやすく発信を行うこととともに、さらに、そ

の情報を受け取るための受け手側の準備も必要と考

えます。若い方ほど、インターネットの活用は日常

的になってはいますけれども、初心者の方や、中高

年の方たちに向けてスマホやタブレット端末の使い

方、インターネットの活用の仕方、ネットリテラシ

ーも含めて、わかりやすい講習会などを日常的に、
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または定期的に開催することが必要ではないでしょ

うか。産業革命以来の革命と言われる情報革命の波

は、都会も過疎地も関係なく、一人ひとりの生活の

中に密接につながっています。 

 以上の観点から、また世代交流の一助としても、

ぜひインターネットの活用に関する講習会や、楽し

み方などを市民講座や高齢者向けの講座なども考え

ていただけたらと思うのですが、市長のお考えを伺

います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 子育て世代にとっての地域の魅力についてという

ところの中での、いわゆる情報の発信ということな

のかというふうに思いますけれども、先ほど答弁と

ちょっと重なるところもございますが、現在その方

法等について、一つずつ解決をして、情報配信のあ

り方について、よいものに変えていこうというとこ

ろの意思はございますので、それに沿って、これか

らの対応に、少々お時間をいただくことになるかと

いうふうに思いますけれども、市民の皆様方に情報

がしっかりと届くような体制づくりについては、今

後も引き続き、職員間でも研究をさせていただきま

す。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  今、一番最後にお考えを伺います

というふうに言ったのは、情報発信はもちろんなの

ですけれども、受け手側の市民に向けて、楽しみ方

は、インターネットの活用に関する市民向けの講習

会、それから高齢者向けの講座などもぜひ必要では

ないかというふうに質問したところなのです。 

●市長 厚谷 司君  済みません、答弁調整をお

願いします。 

●議長 小林尚文君  答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

午後  ６時３３分 休憩 

午後  ６時３６分 再開 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  会議を再開いたします。 

 市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 先ほどご質問のございました受け手側の対応、こ

れについては、子育て世代の方もいらっしゃれば、

ご高齢の方もいらっしゃるということでございまし

たけれども、通告いただいている部分で申し上げま

すと、今回、子育て世代についての地域の魅力とい

うところでございましたので、その点について、答

弁をさせていただきますと、市のホームページ、そ

れから市役所の事業を横断的に掲載をした夕張市子

育てガイドブック、「ゆうばりっこ」を市内各所で

配布して周知しているところでございます。それ以

外の今後の情報発信につきましては、先ほども答弁

をさせていただきましたけれども、今着手といいま

しょうか、庁内でいろいろと取り組みの芽が出てま

いったところでございますので、いましばらくのお

時間を頂戴したいと思います。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。それでは、今後に

期待したいというふうに思います。 

 次に、防災意識の高い地域づくりということを掲

げておられます。昨年の胆振東部地震以降、市とし

て、どういったことが検討され、今後どのようなこ

とを計画されておられるのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員のご質問にお答え

をいたします。 

 防災意識の高い地域づくりについてでございます

けれども、最も重要なことは自助、共助であります。

自助については、自分自身、家族を守るために最低

3 日分の食料や日用品などの備蓄をしたり、たんす

の転倒防止など、減災対策をすることが重要である



令和元年 2定 2日目 

－46－ 

と考えております。 

 それから、共助につきましては、地域住民が常に

助け合うために自主防災組織を結成したり、町内会

と連携することが重要でありますことから、現在、2

つの町内会と自主防災組織の結成に向けて、協議を

進めているところでございます。 

 各町内会に自主防災組織の必要性を理解していた

だき、相談等に乗りながら設立に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  胆振東部地震の際、2 日間のブラ

ックアウトが起こりまして、市民に適切な情報が伝

わらず、一体どうなっているのかわからないですと

か、水道も安心できるのか、電気がいつ来るのか、

どういった支援があるのか、そういったことに対す

る情報は多くの市民には届きませんでした。まず、

その情報を届けることが必要だと思いますが、その

点に関してはどのようにお考えでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 胆振東部地震からの反省といいましょうか、課題

ということであろうかというふうに思いますけれど

も、議員もご承知いただいておりますとおり、これ

までも議会の皆様からご質問を頂戴してくる中であ

りましたが、例えば車両による広報が聞き取りづら

いでございますとか、昨年の地震で申し上げますと

断水の誤情報、誤った情報、これが拡散したという

ことなどもございまして、市民の皆様が不安になる

ようなことがございました。そこに、早急に改善を

していかなければならないというふうに考えてござ

いますが、まだ、その方法については検討中でござ

いますけれども、例えば昨年の9月の北海道胆振東

部地震の際も確認をいたしましたら、例えばツイッ

ターの情報につきましても、運用の基本的な時間帯

である5時半を過ぎても、これは当然でございます

が、市の災害の情報を提供してきたということがご

ざいますから、そういった対応も含めて、それから

もう一つの課題は、やはり、そういう情報を発信を

しても、それがさまざまな年代の方にどのように届

くかという点で申し上げますと、やはり地域の方の

ご協力もいただかなければならないのではないだろ

うかと、これは私個人的に考えているところでござ

います。 

 ですから、今後も情報伝達のあり方については、

引き続き検討してございますけれども、どのような

形で伝え、つないでいくかという形をつくっていく

ことも必要ではないかと、このことについては、今

後、研究を進めていかなければならないのではない

かなと考えております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  それでは、その点、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 質問の最後になりました。喫緊の課題として、石

炭博物館模擬坑道火災について伺います。 

 市長は、所信表明の中で、本市観光の中核であり、

再生夕張の象徴でもある本施設の一日も早い復旧を

目指したいという思いであること、しかし一方で専

門家のご意見とともに、再開後の安全性の確保など

も優先課題との見解を表明されています。 

 また、教育長は、教育行政執行方針の中で、「今

後は指定管理者との協議を積極的に行い、夕張市の

総力を挙げ、開館に努めてまいります」と述べられ

ておりますが、今回の模擬坑道火災の原因究明と模

擬坑の再開について、具体的にお聞きしたいと思い

ます。 

 まず模擬坑の現在の状況と再開に向けての今後の

手順、そして有識者会議の次の日程などは、どのよ

うになっているのか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員のご質問にお答え

をいたします。 

 模擬坑道火災の後の模擬坑道の現在の状態という
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ことでございますけれど、それから再開に向けてと

いうことでございますが、これまで有識者会議を開

催してくる中で、最終的には鎮火という判断をさせ

ていただくことに至りましたけれども、その消化に

要した水が、まだ模擬坑道の中にたまったままにな

ってございます。それで、いわゆる水没をしている

という状況でございますので、この状況の中では、

現在原因究明はできない状況にあるということにつ

いては、ご理解をいただけると思います。 

 それでは、原因究明を行うために、今後、模擬坑

道をどのように再開をしていくかということでござ

いますけれども、これは既に想定をしていただける

のではないかなというふうに思いますが、例えば、

今後、模擬坑道の水抜きを行う、あるいはそれを行

った上で坑道の点検を行うというようなことを想定

した場合に、例えば水抜きの場合の経費であります

とか、当然人間が入って坑道の点検をするというこ

とになれば、安全対策のために工事が必要なのか、

必要ないのか、そういったことも確認をしていかな

ければなりません。 

 ですから、これから作業を進めていくに当たりま

しては、このように今申し上げました一つ一つの作

業をしながら、次なる方策について考えていくとい

うことを繰り返していかなければならない状況に現

在あるというふうに考えてございます。 

 それから、もう一つのご質問でございますが、有

識者会議の今後の開催については、現在のところ、

個別にいろいろとアドバイス、助言をいただいてい

るということはありますが、全体で会して会議を開

く予定については、今のところはございません。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  1点目についてはわかりました。 

 夕張市消防本部のホームページのトップページを

見ますと、今回の火災の概況について、15枚の写真

とともにわかりやすくまとめられております。多く

の市民が心配をし、見守る中で市の消防職員の 24

時間体制の消火活動や、応援に駆けつけた地元の消

防団の方たち、そして市外から応援に来てくださっ

た各地の消防職員の多くの皆さん、さらに、その方

たちに向けて、差し入れが個人、団体を含め21件、

また炊き出しのボランティアには、12団体から延べ

にして82人の市民が関わってくださっています。 

 そういう関わりを持ってくださった市民の皆さん

を初めとして、夕張を応援してくださっている全国

のたくさんの方々も現状どうなっているのか、そし

て、再開はいつごろになるのか、多くの方たちが注

目をしているところです。 

 実は、風評被害が心配だから、この件についての

質問は控えたほうがいいのではないかとの意見もあ

りました。しかし、風評被害というのは、情報をき

ちんと公開しないがために説明不足になり、その結

果、風評被害が生じることが多いそうです。わかっ

ていることを情報開示し、専門的なことも含め、市

民にわかりやすく説明をして、今後のことを主権者

である市民の判断に委ねる、これが民主主義だと思

います。 

 夕張市が財政破綻になり、一番に変わったのが情

報の公開、今後は市政をガラス張りにしていくんだ、

そういうことだったと記憶しています。夕張市政に

とって、一番忘れてはならないことではないでしょ

うか。 

 そこを踏まえた上で、今回質問させていただいて

いるわけですが、専門家の方々の説明も交えて、し

っかりとわかっていることの情報開示と市民の疑問

や意見を聞き、説明をしていただくために市外から

応援してくださっている方たちなども含めて、そう

いった方たち向けの、市民向けの説明会をぜひ開催

していただきたいと思いますが、その点については

いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 市民の皆さんへの説明といいましょうか、ご報告

も含めてということなんだと思いますけれども、現
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在市のほうとして考えておりますのは、市のホーム

ページ、それから市の広報、そこにしっかりと状況

を記載していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 それで、その中で例えば市民の皆さんに向けて、

有識者会議の方々もということなのでございますが、

有識者会議につきましては、それぞれのお立場で会

議に参画をしているという性格上のものがございま

す。 

 ですから、会議体として同一な見解ではなくて、

例えば作業一つにとっても、いろいろな考え方であ

ったり、これからの取り進め方によっても、いろい

ろな考えがあるということでございますので、その

ような状況で、市民の皆さんに説明をさせていただ

くということは、逆に混乱を招くこともあるのでは

なかろうかというところもございますので、まずは、

今現状について、本館については、本館と展示スペ

ースについては、この日曜日におかげさまで再開は

できるようになりましたので、市のホームページと

市の広報を通じて、まずはご説明をしたいと考えて

おります。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  今、答弁を縷々伺いますと、安全

確保の問題、費用の問題、専門的な問題、そういっ

たことが大きく立ちはだかっているところを改めて

再認識したところです。 

 しかし、模擬坑は、理事者の皆さんは、当然、ご

存じのことと思いますけれども、専門家によります

と、明治33年に開かれた北炭夕張炭鉱の主要抗口で

もあった天竜坑の一部を利用して、昭和16年切羽を

設け、見学や鉱員の研修設備としたもので、皇族や

多くの見学者が訪れてきた歴史的な経過があります。 

 筑豊炭田の直方市にも模擬坑道があり、国指定の

史跡となっていますが、夕張市の模擬坑は、現在登

録有形文化財となっています。しかし、夕張の模擬

坑は、日本で有数の石炭企業であった北海道炭鉱汽

船株式会社、夕張坑の模擬坑道を展示施設として継

承し、実際の炭層内に設けられていることから、世

界的に見ても実物坑道を公開している数少ない施設

の一つであること。また、坑道展示では、明治期か

ら現代に至る採炭現場を時系列的に展示しており、

自走枠とドラムカッターで構成された重装備機械採

炭設備が動態保存、機械が動いている状態で保存と

いうことだと思いますが、されているのは世界的に

見てもここだけであること。そのため、対外的には

我が国を代表する産業系の社会教育施設として、評

価されてきた経緯があり、昭和戦前期の産業遺産と

して、国指定の史跡や重要文化財としても、おかし

くない施設と思われるというのが、専門的な見方で

す。 

 夕張市民にとって財政破綻後、清水沢にあったス

イミングセンターと本町にあった美術館は、雪の重

みによる屋根の崩落により失った後、夕張の経済状

況の中で、市民の中から再び建て直しを求める声は

起きませんでしたが、今度は違うのでないかと思い

ます。国内ではもちろん、世界的に見ても貴重なも

のであり、石炭を掘るためにつくられた夕張のまち

に住む、私たち市民の本当に貴重な財産です。 

 また、5月 8日には炭鉄港が日本遺産に認定され

たところですが、日本の産業革命を支え、近代化の

原動力になった。 

●議長 小林尚文君  熊谷議員、そろそろ質問に

移ってください。 

●熊谷桂子君  わかりました。 

 近代化の原動力になったエネルギーが石炭だった

わけですから、国にとっても貴重な財産なはずです。

ぜひ、国や道にも支援を求め、再開に向けて最大限

の努力をお願いしたいと思いますが、この点につき

ましてはいかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 例えば、財政的なこれからの支援ということのご

趣旨であったかと思いますが、先ほどご説明をさせ

ていただきましたとおり、まずは安全確認、失礼い
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たしました、水没させている水抜きの処理をするか

否かでありますとか、坑道の点検に入っていくため

に安全確認を行えるか否かということでございます。 

 それで、大体、今具体的に、国のほうに打診をし

ているというものはございませんけれども、大体、

財政的な支援をしていただく場合というのは、こち

らのほうが例えば登録有形文化財を修繕、修復する

であるとか、そういう目的が明確になった時点で、

初めて協議ができるものではないかなというふうに

考えております。 

 それから申し上げますと、現在は、残念ながら、

そのラインまで到達をしていないところで、まず再

開に向けて確認、水抜きができるか否か、坑道に侵

入することに、安全対策が必要であるのか否かと、

そういうところの確認から入っていくということに

なりますので、例えば、その確認の後に必要がある

というふうに判断ができれば、財政的な支援につい

ても、どのようなものが受けられるかというのを確

認といいましょうか、こちらのほうでも精査をして

いきたいと考えております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  最後に、あさっての8日から石炭

博物館を一部開館するということですけれども、安

全管理には最大限注意を払っていただきたいという

こと。さらに、今後二度とこういったことが起こら

ないよう、再開に向けて、原因究明をしっかりと行

っていただきたいというふうにお願いしたいと思い

ます。 

 そのことをお願いした上で、日本共産党としまし

ても、必要な支援を国政や道政団体でも訴えて、力

を尽くしていく所存です。 

 それでは、以上で質問を終わります。 

●議長 小林尚文君  以上で、熊谷議員の質問を

終わります。 

 次に、高間議員の質問を許します。 

 熊谷議員。 

●高間澄子君（登壇）  高間澄子でございます。

通告に従い、1 点質問をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 早速、質問に入らせていただきます。 

 特別職の報酬についてを市長にお伺いいたします。

財政再生計画の本文の特別職給与及び報酬等の削減

の変更において、給料を条例本則の額から平均で

60％以上削減する期間を、平成31年4月改選までか

ら当分の間に変更されました。この件は、昨日、5

日の本会議で議決をしたところであります。また、

委員会の中で理事から説明を受けておりますことか

ら、一定程度の理解をいたすところでございます。 

 しかし、抜本見直しの中で特別職報酬審議会から

給与を70％カットから50％に戻すべきとの答申があ

ったところでもあります。計画本文をこのように変

更された理由と期間について、厚谷市長の思いを伺

います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君（登壇）  高間議員の特別職

の報酬に関する質問にお答えをいたします。 

 私の見解ということのようでございますので、ご

質問に対しまして、お答えをしたいと思います。 

 ご質問をいただきましたように、市長以下特別職

の給与に関しましては、平成28年度に実施をした財

政再生計画の見直しにおいて、一定の改善を図りま

した。しかし、議員ご指摘のとおり、財政再生計画

本文においては、平成31年4月改選までの間は、従

来の削減を継続することを明記し、給与改善の実施

は、それ以降の時期に行うということになっており

ます。 

 今回の計画変更におきまして、昨日、計画変更の

議決をいただいたところでございますけれども、特

別職給与の改善実施時期をさらに先送りする内容で

本文の変更を行おうとするものでございました。そ

の理由でございますけれども、大きく分けて2点ご

ざいます。 

 まず1点目でございますが、ただいま、先ほど、

熊谷議員からもご質問をいただきました本年4月に

発生いたしました石炭博物館模擬坑道災害、これに



令和元年 2定 2日目 

－50－ 

よる内外への影響の大きさでございます。この想定

外の災害は、再生夕張の象徴、これを打ち砕き、市

民の夢や希望を奪うような大変残念で悔しい出来事

であったと、私自身強く感じております。 

 この間、注水作業を継続して実施する中で、何と

か鎮火に至りましたけれども、現段階では、施設の

この先を見込むのが、非常に難しい状況にもござい

ます。私どもとしては、1 日も早い復旧と再開が待

たれる中でございますから、現在の状況が、今後ど

こまで長期化するのかも、なかなか予測ができない

ところでございます。事態はさらに困難な局面を迎

えることにつながりかねないというふうにも考えて

おります。このような心情的に大きな影響がある災

害であることが、その理由の一つでございます。 

 それから、もう一つでございますけれども、一方

でこれまでに要した費用、それから、これから要す

ることになる費用を合わせて考えますと、相当額の

負担となってくることも予測をされます。 

 今後の作業は有識者の皆様方の専門的なご意見を

伺った上で慎重に進めていかなければなりません。

そのためには、予想を超える費用負担も検討してい

かなければならない状況下にあると言えます。この

ように当該施設の維持と今後の再開に向けた作業と

いうのは、これから重要な局面を迎えてまいります。 

 私は特別職の給与改善については、計画の抜本見

直しのときに、夕張市の再生方策に関する検討委員

会が取りまとめた報告書にも明記をされている事由

であり、先ほど議員からもお話がございました多く

の市民の皆様からもご支持いただいている改善策で

あるということは、そのこと自体は、非常に重く受

けとめております。しかし、こうした情勢にある中、

総合的に判断をし、特別職の給与改善を今回見送る

こととしたところでございます。ご理解を頂戴した

いと存じます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 高間議員。 

●高間澄子君  今、市長から種々計画本文が変更

されたわけを述べていただきました。 

 市長におかれましても就任早々自身に関わる給料

の案件を出しづらいことは察するわけでありますけ

れども、抜本見直しで改善することになっていたこ

とでもあります。このことは、市長のみならず、教

育長の給与も関係してまいります。本来であれば、

答申があったときに戻すべきであったと考えており

ます。何よりも、今市長の答弁の中にもありました

けれども、市民の理解、合意であることから、今後

のできるだけ早い時期にさらなる計画変更をなされ

るべきではないかなと、私はこのように考えており

ますが、いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  高間議員の再質問にお答え

をいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、まずは第三者委

員会を組織する中で、財政再生10年の節目に当たっ

て見直しを行う、その中でも特に特別職の報酬につ

いては、削減が余りにも大き過ぎるという報告をい

ただく中で、市民の集会の中でも、それを支えてい

ただくような意見がたくさん出ていたということを、

私も承知をしてございます。 

 しかしながら、基本的に考えておりましたのは、

やはり、きのう財政再生計画の変更についても議決

いただいたところでございますが、あの中でも、既

に消防の燃料関係の、いわゆる物件費に400万以上

の支出が見込まれるという状況で、これについては

結局財源の手だてがございませんから、一般財源で

措置をしなければならないというような状況にある

わけでございます。 

 ですので、今、当分の間ということで、変更をす

るということで、きのう議決をいただいたわけでご

ざいますけれども、今後、高間議員のほうからご指

摘をいただきました市民の皆様、あるいは、これま

での検討委員会報告という、それから報酬審議会、

そういったものの重みをしっかり受けとめるべきで

はということだと思います。その点についても、し

っかり受けとめさせていただきまして、今後の推移

を見きわめながら、私なりに適切に判断をしていき
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たいと考えております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 高間議員。 

●高間澄子君  ありがとうございます。 

 重なる部分もあるかとは思いますけれども、今回、

明日、明後日ですね、6月 8日より博物館一部の再

開も決まったことでもございます。市長には、行政

のトップとして、夕張再生のために、やっぱり心置

きなく働いていただきたいなと、こんなふうに、私

は思っております。 

 前市長、前々市長は講演依頼も数々あったように

思いますが、厚谷市長におかれましては、そのよう

なことは考えていられないのではないかなと、私は

思っております。 

 それで、私は、今すぐにでもと思っているのでご

ざいますが、いろんな事情を考えたなら、遅くても

年度内に戻すべきと思います。これは、私個人の意

見だけではなくて、大半議員の思いも同じでござい

ます。ぜひとも早い時期に検討していただいて、市

長には思う存分とまではいきませんけれども、夕張

再生のために重ねてのご検討をよろしくお願いする

ところでございますが、再度市長の思いをお聞かせ

ください。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  高間議員の再質問にお答え

をいたします。 

 今回、私が決断をいたしました特別職の報酬の対

応についてでございますけれども、ただいま、お話

をいただきましたことにつきましても、しっかり重

く受けとめさせていただきたいというふうに思って

ございます。 

 しかしながら、まずスタートといいましょうか、

最初の部分の私の思いとしては、やはり、市が所有

している施設から、いかなる理由が、まだ現在、原

因は究明できてございませんけれども、いかなる理

由があっても出火をさせたという事実がございます。 

 ですから、その対応ということもございましたの

で、ただ一方で先ほども申し上げました、また今ご

意見も承りましたので、そのことも見きわめながら、

今後、適切に判断をさせていただきたいと思います。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 高間議員。 

●高間澄子君  再質問ではございませんけれども、

今後とも厚谷市長の活躍を期待申し上げまして、私

の質問を終わらせていただきます。答弁、ありがと

うございました。 

●議長 小林尚文君  以上で、高間議員の質問を

終わります。 

 次に、今川議員の質問を許します。 

 今川議員。 

●今川和哉君（登壇）  今川和哉でございます。

通告に従いまして、早速質問に入らせていただきま

す。 

 まず初めに、市長の所信表明について4点質問い

たします。 

 1 点目、市長所信表明で述べられております歳入

確保策について、自主財源の確保策としては、主に

どういったものを考えているか、お伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君（登壇）  今川議員のご質問

にお答えをいたします。自主財源の確保策に関する

ご質問にお答えをいたします。 

 本市財政再生計画において、歳入の増加計画とし

て、使用料や手数料の額の変更、財産の有効活用な

どの施策を記載しておりますけれども、今後におい

ても計画にのっとり、着実な収入の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

 その上で、市税等の徴収につきましては、これま

で、ほかの自治体や民間企業のほか、公認会計士、

ファイナンシャルプランナーの方々など、多くの支

援、ご協力をいただきながら、徴収率の向上に努め

てまいりました。これは今後におきましても、これ

までの取り組みで得られたノウハウを十分に生かし

て、計画的な徴収を進めてまいります。 

 また、国や北海道の各種制度について、常に情報

の収集、整理と活用の検討を怠らないようにすると
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ともに、財政再生団体である本市の状況を伝える場

面では、的確に伝えた上で最適な財源の確保を行っ

てまいります。 

 さらに、いわゆるふるさと納税、企業版ふるさと

納税についてでございますけれども、こちらは、本

市において、大変貴重な財源となっているところで

ございます。ふるさと納税につきましては、直近の

3年間を見ますと、毎年 3億円を超える寄附をいた

だいているところでございまして、今後もご寄附い

ただいた方とのご縁を継続できるよう、また少しで

も多くの方に本市へ興味を持っていただけるよう、

引き続き、夕張ならではの魅力を積極的に発信でき

るように努めてまいります。 

 一方、企業版ふるさと納税についてでございます

けれども、今年度が制度の最終年度となっておりま

す。現在、国において、制度の継続等についての議

論が行われているところでございますが、引き続き、

こうした情報の収集に努めながら、仮に制度の継続

となった場合には、企業の皆様から応援いただける

ような魅力づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  再質問いたします。 

 答弁にございました財産の有効活用についてなの

ですけれども、新たなもので、現在、具体的に考え

ているものはございますか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

いたします。 

 現在のところ、新たに考えているということはご

ざいません。 

●小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●議員 今川和哉君  では、続いて、企業版ふる

さと納税についてお伺いいたします。 

 来年度以降も企業版ふるさと納税の制度が継続と

なった場合ですが、今まで企業版ふるさと納税を当

市にいただいていた企業、こういった企業に、今後

もご支援をいただけるか、働きかけを行っていくと

いうことを考えているのかどうか伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

いたします。 

 私が就任したのは4月21日でございますから、も

う間もなく2カ月という時期でございますが、実は、

今、この定例会を終了いたしました後、東京関係の

ご挨拶回りを予定してございます。その中には、企

業版ふるさと納税でご支援をいただきました企業に

も訪問したいということで、今調整をさせていただ

いているところでございまして、そのような形で、

しっかり、また夕張を応援してくださる方々に礼を

尽くしてまいりたいと思っております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  続いて、個人からのふるさと納税

についてお伺いいたします。 

 当市、ふるさと納税、相当な財源となっているか

と考えますが、こちらのふるさと納税の増加に向け

た課題というものは、どういったところにあると考

えているかお伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

いたします。 

 個人の方々のふるさと納税につきましても、従前

から夕張を応援していただくという意味合いで寄附

をいただいている方が非常に多いというふうに感じ

ているところでございます。その中では、やはり、

いろいろと種々話題にもなりましたが、返礼品競争

という意味合いではなくて、しっかりクラウドファ

ウンディングなどの例にもございますように、夕張

市がどのような事業で活用するのかということを明

確にしながら、ご支援をいただくということが、こ

れが、本当に必要だというふうに私も感じていると

ころでございます。 
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 今、限られた媒体の中で、例えばホームページで

ありますとか、当然、ふるさとチョイスのサイトで

も絶大な夕張に応援をいただいているというところ

でございますし、また一般的な紙媒体のパンフレッ

トにつきましても、それぞれのＰＲの場で積極的に

活用していく、そういったことを一つずつ続けてま

いりたい、それが大切ではないかなというふうに思

っております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  私も、今市長の答弁にあったよう

に返礼品競争ではなく、使い道で寄附者たちに喜ん

でいただける、そういった夕張市のふるさと納税に

なるように期待しているところでございます。 

 続きまして2点目、広告収入の増加策についてお

聞きいたします。 

 夕張市ホームページのバナー広告を確認したとこ

ろ、本日現在、今日現在、掲載企業がございません

でしたが、こういった広告収入のような財源の獲得

に向けた広報、その他条件の見直しや新たな広告募

集の検討については行っているかお伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員のご質問にお答え

いたします。 

 広告収入の増加策に関するご質問だというふうに

思いますけれども、ご指摘がございましたとおり、

年々掲載企業については減少してきているというの

は事実でございます。昨年度においては、新規契約

者は皆無となったところでございます。 

 それで、これまでの状況について若干ご説明をさ

せていただきたいと思いますが、市では、市内事業

者割引制度、それから複数掲載割引制度、長期計画

割引制度など、策を講じるとともに、より魅力的な

広告媒体の表示が可能となるよう画像の容量を増や

すなど、掲載企業の確保に努めてきたところでござ

います。しかしながら、広告収入の増加は、厳しい

環境にありますけれども、今後も引き続き必要な見

直し、それから緩和策を検討してまいりたいと考え

てございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  そういったバナー広告のようなも

のは、市外からの収入を得るという面のほか、市内

企業の広報を行うという一面もあるのではないかな

と思います。問い合わせが特にないようであれば、

こういった市内企業の募集条件というものをもっと

軽減して見直すということも一考かと思いますが、

この点につき、いかがでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ご質問いただいている内容でいきますと、広告収

入、やはり、それは金額が多かろうと、例えば少額

であろうと、積極的にいろいろなものに取り組める

ように市からも働きかけを行うべきではないかとい

うご趣旨だと思います。 

 それで、今後具体的な取り組み方法については、

現段階では決定しているものではございませんけれ

ども、ただいま議員のほうからもお話がございまし

た。やはり、いろいろな機会を通じて、バナー広告

も含めて募集をしているということを1回、例えば

年に1回とかということではなくて、複数回、皆さ

んの目に少しでも多くとまるような形でホームペー

ジに掲載、新着情報として掲載するとか、または、

私のところにお客様が来られた場合に、そういった

広告を募集しているというのも、例えば紙媒体です

ね、来客の方にお渡しをして、ご理解をいただくと

いうことも検討してまいりたいと思います。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  広告収入は、金額としては、少額

かもしれませんが、貴重な当市の財源でもございま

すので、今後も積極的な募集に努めていっていただ

きたいと考えます。 

 では3点目、市民参加型のまちづくりを行うため

の継続性ある市民参加の手法についてお聞きいたし
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ます。 

 以前行われておりましたまちづくりマスタープラ

ンの検討や、複合施設の検討委員会等に、私も参加

させていただきましたが、こういった一般の市民や

市民団体の代表の方を構成員とした委員会等で、集

まった皆様が議論するという機会は、議員や職員と

また違った目線で、さまざまな意見が出される貴重

なものであったと認識いたしました。 

 目的を持って集まった、こういった委員会につい

ては、終わり次第、解散してしまいますが、せっか

く市民がまちのことを自分ごととして考えて意見を

出せる機会です。一時のもので終わらせず、継続し

て市民がまちづくりに参加し、意見反映ができる機

会というものが求められているのではないかと考え

ますが、この点につき市長の見解を伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員のご質問にお答え

をいたします。 

 市民参加型のまちづくりに関するご質問でござい

ますけれども、本市のまちづくりに係る市民参画の

取り組みについては、既にこれまでの取り組みにつ

いては、ご承知をいただいていると思いますが、た

だいまお話のございましたまちづくりマスタープラ

ンでありますとか、その理念、内容を踏襲した、そ

の目標を実現するため、具体的な行動内容に定めた

地方版の総合戦略の策定などにおいて、委員会を設

置し、委員として市民の皆様、市民の方々に参画を

いただいてきたところでございます。 

 それで、これからという部分でございますけれど

も、現在検討してございますのは、議員のほうから、

今ほど質問があったように、例えば委員会を設置し

た後、それを継続的に残すかどうかというところに

ついては、まだ検討が進んでいない、そういったこ

とについては検討していないわけでございますけれ

ども、市政懇談会、こういったものについて、私も

前市長同様に取り組んでまいりたいと思っていると

ころでございます。 

 その中で、私としましても市民の皆様の声を可能

な限り、市の施策に反映すること、これは大変重要

なことだと考えてございますので、これまでの市政

懇談会などの取り組みも参考にしながら、その方法

などについて、さまざまな観点から検討してまいり

たいというふうに思います。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  市長から、これからも市政懇談会

等で取り組んでいくとの答弁がございましたので、

今後の検討結果について、期待するものでございま

す。 

 では次の4点目、拠点複合施設の運営における市

民参加について、お聞きいたします。 

 南清水沢における拠点複合施設が稼働した後も、

施設の管理運営やイベントの開催等について、市民

が自分ごととして考えられるために利用者たる市民

が意見を出し合って運営ができるような参加体制づ

くりが重要であると考えますが、これにつき、市長

の見解を伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員のご質問にお答え

をいたします。 

 拠点複合施設運営における市民参加ということだ

と思いますけれども、若干現在の進捗状況について、

これは市民の参加ということではなくて、建設の進

捗でございますが、現在施設の工事が約30％程度の

進捗状況でございます。今後、市道を含む外構工事

に取りかかる予定でございまして、本年12月の完成、

令和元年度中の供用開始、これに向けて、現在準備

を進めているところでございます。 

 その後、その中で、ただいまの議員のほうからご

質問がございました拠点複合施設を自分ごととして

皆様方が積極的に関わっていただけるようにという

ことでございますけれども、まず拠点複合施設に求

められる機能、それから役割、そういったものをし

っかり踏まえまして、効果的で効率的な事業の展開

でありますとか、施設の有効活用を図ることが必要

であると考えてございます。そのことにおきまして、
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管理については今、市がしっかりとまずやってまい

るということでございます。 

 それと本施設につきましては、将来にわたり、市

民に愛され、利活用されるということも重要でござ

いますので、供用開始後の利用が促進される運営方

法について、市民の皆様や団体の皆様とどのように

連携していけばよいか、今後も検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問はありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  拠点複合施設の管理については、

まず市が主体として行うとの答弁のようでしたが、

管理について何らかの形で市民が関与するというこ

とは考えていらっしゃっているのでしょうか。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 現在、市の内部でも検討している中で、議員もご

承知いただいておりますとおり、拠点複合施設とい

うのは、多目的な施設でございまして、これに類す

る施設というのは、今まで市のほうにはないものだ

ったわけでございます。 

 例えばホール機能があり、バスの結節点もあり、

子ども・子育ての支援のスペースもあり、図書コー

ナーの機能もある、貸館、いわゆる会議室も保有し

ているということでございまして、全体でどういっ

た運用になるのかというのが、実際に稼働してみな

ければわからない、わからないといいましょうか、

現状確認をしながら、対応していかなければならな

い部分も出てくるのではないかというふうに、内部

で、今協議をしているところでございます。 

 ですから、当面につきましては、先ほども答弁を

させていただきました施設の管理については、市が

しっかりとさせていただくということでございます

が、その後、運営をしていく中で、また、いろいろ

な動きが出てくれば、そういったものについて、ど

のように対応できるのかということは、検討の中で、

また考えてまいりたいと思っております。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  では、この程度で1件目の質問は

終わりまして、続いて2点目、「炭鉄港」の日本遺

産についての質問に入らせていただきます。 

 まず、炭鉄港における夕張市の役割について質問

いたします。 

 令和元年5月に炭鉄港が日本遺産登録となり、エ

リア等においても炭鉄港という言葉を見聞きする機

会が増えてきたかと思います。炭鉄港の取り組みに

ついて、簡単に説明させていただきますと、北海道

開拓期から近代、そして現代までの流れにおける北

海道を築く礎となった夕張を初めとする空知の石炭、

それを積み出した小樽、室蘭の港、石炭が支えた室

蘭の製鉄、それらを結んだ鉄道が生み出した「もの」、

「こと」を炭鉄港と称し、近代北海道を築く礎とな

った空知、室蘭、小樽を石炭、鉄鋼、港湾、鉄道と

いうテーマで結ぶことにより、人と知識の新たな動

きをつくり出そうとする取り組みです。 

 そして、今回認定となった日本遺産とは、地域の

歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を

語るストーリーとして、文化庁が認定をするもので、

有形や無形のさまざまな文化財群を地域が主体とな

って、総合的に整備、活用し、国内だけでなく、海

外へも戦略的に発信していくことで、地域の活性化

を図ることを目的としています。 

 ここ、夕張の石炭の歴史を含む炭鉄港が日本遺産

登録となり、また2015年に世界遺産となった明治日

本の産業革命遺産、製鉄、鉄鋼、造船、石炭産業と

の強い関連性が認知され、より今後、関心が高まる

ことを考慮すると、夕張の炭鉱関連遺産、また小樽、

室蘭等とのつながりがとても大きな価値を持つと考

えられます。 

 炭鉄港の取り組みにおいて、石炭のまちという強

い文化的背景を持っている夕張市は、どういった役

割を発揮していくべきと認識しているものか、市長

の見解を伺います。 
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●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員のご質問にお答え

をいたします。炭鉄港における本市の役割に関する

ご質問にお答えをいたします。 

 ただいま議員のほうからもお話がございました炭

鉄港とは、空知の石炭、室蘭の鉄鋼、小樽の港、そ

して鉄道で結ばれた、これらの地域が日本及び北海

道の発展に貢献した歴史を踏まえ、一連のストーリ

ーとして地域の魅力を発信していこうということで

ございます。 

 そのため、今後の取り組みなどについては、関係

団体で構成をいたします炭鉄港推進協議会を中心に

なって検討していくということとなっているという

ことで連絡を受けているところでございます。 

 本市といたしましては、このたびの日本遺産への

認定を機に、当該地域へ注目が集まることは大変喜

ばしいことと考えてございますし、空知の炭鉱遺産、

ひいては夕張の炭鉱遺産に一層の注目が集まるよう

関係団体と連携をしながら魅力の発信などに取り組

んでまいりたいと考えています。 

 もう一度申し上げますが、夕張としての役割につ

いての前に、まず関係団体、炭鉄港のそれぞれの自

治体が協議をしていく中で、炭鉄港のストーリーが

認定をされたということでございますから、全体で

果たす役割を確認させていただいた上で、その中で

夕張の特色を打ち出してまいりたいと考えておりま

す。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  関連団体の中で炭鉄港推進協議会

が主体となって、何らかの施策を行っていくものと

考えますが、現状、この機関からどのような協力依

頼がなされているかお伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 現在のところ、協力依頼といいましょうか、今後

の日本遺産に認定をされた、その前にどういった地

域への手だてがありますよということで、例えば炭

鉄港というストーリーに対して、人的、あるいは財

政的な支援というものが文化庁のほうから予定され

ているというような通知をいただいているところで

ございますので。 

 ですから、まずその点について協議会の中で、じ

ゃあ、どういうメニューを活用していこうかという

ことが、今後協議をされていくのではなかろうかな

と、現在のところは思っているところでございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  では次に、今後の夕張市における

炭鉄港の取り組みについてということで質問いたし

ますが、この質問は先月の炭鉄港日本遺産認定とい

う契機に、夕張市では、どうこの機会を活用してい

くかということです。今後、日本遺産登録申請の話

題ともに、炭鉄港に関する一連の期待が高まること

が予想され、夕張により多くの人が訪れるようにな

るために、関連地域が連携して、その価値を高めて

いく計画と実行が必要であると考えられますが、夕

張市としては、この機会にどういった施策を行って

いくか、お伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の炭鉄港における

本市の取り組みに関するご質問にお答えをいたしま

す。 

 先ほども答弁をさせていただいた炭鉄港推進協議

会では、炭鉄港のストーリーのもとで、各地域が連

携をしながら、シビックプライドの醸成、それから

国内外からも交流人口の拡大に向けた取り組みを行

っていくこととしているところでございます。 

 具体的な取り組みにつきましては、今後、関連団

体の皆様方と連携をしながら検討してまいりますけ

れども、本市といたしましても、かつて日本有数の

炭都夕張、これを築いた先人たちに思いをはせつつ、

先人たちに負けないような新たな地域の魅力を炭鉄

港のストーリーとともに紡いでいければと考えてお

ります。 
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 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  夕張市にとっても絶好のアピール

の機会だと思いますので、この機会を有効に活用し

ていっていただければと思います。 

 以上で2点目の質問終わりまして、続いて、最後

のＪＲ路線跡地等の活用についての質問に入らせて

いただきます。 

 まず旧駅舎、路線跡地の活用について質問いたし

ます。 

 石勝線夕張支線が本年4月1日に廃止となり、北

海道炭鉱鉄道室蘭線の支線から数えると 126年と 5

カ月という長い歴史に幕を閉じました。 

 夕張市の鉄道は、単なる交通という枠を超えて、

石炭を輸送してきた鉄道のまちという歴史、文化と

いう意味もあったのではないかと考えています。 

 今後、鉄道があったまちとして、市内各地に現存

する廃線後の駅舎及び線路跡地の保全を何らかの形

で行っていただき、夕張市の未来と子供たちに鉄道

がなくても鉄道はかつて走っていた歴史というもの

を残していくべきと、私は考えます。 

 そこで、市内各地に現存する旧駅舎や路線跡地の

活用や、その管理体制について、ＪＲ北海道と現在

どのような協議を行っているか、その状況をお伺い

いたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の旧駅舎、それか

ら路線跡地の活用などに関して、ＪＲ北海道との協

議、これがどうなっているかということでのご質問

にお答えをいたします。 

 議員にもご承知いただいておりますとおり、ＪＲ

北海道とは、平成28年8月に約1年半にわたって鉄

道事業廃止に向けた協議を行い、昨年3月に最終的

な合意に至ったところでございます。その合意にお

いて、ＪＲ北海道は現在整備を進めている拠点複合

施設に必要となる用地について、本市へ一部譲渡す

ることとされておりまして、その他の鉄道用地等に

ついては、原則ＪＲ北海道において管理することと

なっているところでございます。 

 以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  聞いている限りで構わないのです

が、ＪＲ北海道から旧駅舎や路線跡地について、解

体や譲渡を予定しているものがあるかどうか、把握

している限りでございましたら、お願いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ＪＲ北海道様のほうからは、そのような解体であ

るとか、譲渡ということの情報というのは、現段階

ではいただいておりません。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  仮に、今後、民間の方で、旧駅舎

や線路用地を活用したいという希望があった場合で

すが、市としては、どのようにこういった希望につ

いて、関わっていくつもりかお伺いいたします。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 市民の皆様でありますとか、駅舎、それから路線

跡地の活用の希望があった場合の市の対応というこ

とでございますけれども、先ほどもご答弁をさせて

いただいたとおり、現在、拠点複合施設に必要とな

る用地、これについては手続を行っておるわけでご

ざいますが、それ以外の鉄道用地などについては、

原則ＪＲ北海道において、管理をするということで、

先ほど答弁をさせていただきました。そのため、市

民の皆様から、例えば今後、駅舎あるいは路線跡地

の活用についてのご要望があった場合でございます

けれども、まずはＪＲ北海道様へその旨をお伝えし、

場合によっては、市としても別途協議をするという

ことを検討してまいりたいと思います。ですから、

譲渡といたしましては、そのような要望があった場
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合に、まずはＪＲ北海道さんに申し送るということ

でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  では次に、拠点複合施設周辺の路

線跡地について質問いたします。 

 南清水沢に現在建設中の拠点複合施設には、路線

跡地が隣接しています。周辺の土地の取得や活用に

ついては、どのように検討しているかお伺いいたし

ます。 

 また、小樽の旧手宮線跡のような入って写真が撮

ることができる路線跡というのは観光客にも人気の

写真スポットとなっています。線路を複合施設の敷

地に遺産として展示するような考えはないものかど

うか、市長の見解を伺います。 

●議長 小林尚文君  市長。 

●市長 厚谷 司君  今川議員の拠点複合施設の

周辺の路線跡地についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 現在、施設建設に必要な土地の譲渡について、先

ほど、ＪＲ北海道と協議を進めているという答弁を

させていただいたところでございますが、今ほど、

今川議員からご質問のありました線路敷地の一部展

示についてでございますけれども、既にＪＲ北海道

において、線路等の撤去が行われておりますことか

ら、拠点複合施設周辺での実現というのは困難でご

ざいます。 

 今後の土地活用といたしましては、失礼いたしま

した。以上でございます。 

●議長 小林尚文君  再質問ありませんか。 

 今川議員。 

●今川和哉君  現在の状況については、今ので理

解いたしましたので、再質問はございませんが、ま

だ活用されていない拠点複合施設の周辺土地につい

ても、今後歴史、文化等を含めた多様な視点から土

地の活用検討を行っていっていただきたいとお願い

申し上げます。 

 以上で、私の質問を終わります。 

●議長 小林尚文君  以上で、今川議員の質問を

終わります。 

 以上で通告されました質問は、全部終了いたしま

したので、日程第 1、一般質問はこれをもって終結

いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

   午後７時３７分 散会
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